
福 祉 保 健 委 員 会 

平成２７年３月６日 

墨田区特別保育の実施に関する条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
   墨田区特別保育の利用に関する 

   条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、墨田区保育所条例（昭

和３６年墨田区条例第４号）第１条の規定

に基づき設置した墨田区保育所（以下「保

育所」という。）における特別保育を行う

ことにより、保護者の就労等を支援すると

ともに、緊急に保育を必要とする児童等の

保護を図り、もって児童及び保護者の福祉

の向上を図ることを目的とする。 

 （特別保育） 

第２条 区長は、児童福祉法（昭和２２年法

律第１６４号）第２４条第１項の規定によ

り行う保育（以下この条において「通常保

育」という。）以外に、特に必要があると

認める児童に対し、墨田区規則（以下「規

則」という。）で定める保育所において次

に掲げる特別保育を行う。 

 

 ⑴ 標準時間保育延長保育 通常保育を利

用している児童（子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５号）第２０条第

３項の規定により認定された保育必要量

（以下この号から第３号までにおいて

「認定保育必要量」という。）が１月当

たり平均２７５時間まで（１日当たり１

１時間までに限る。）の区分である児童

に限る。）について、当該利用に係る保

育所において常態として当該認定保育必

要量の範囲を超えて行う保育をいう。 

 ⑵ 短時間保育延長保育 通常保育を利用

している児童（認定保育必要量が１月当

たり平均２００時間まで（１日当たり８

時間までに限る。）の区分である児童に

限る。）について、当該利用に係る保育

所において常態として当該認定保育必要

量の範囲を超えて行う保育をいう。 

 ⑶ 一時延長保育 通常保育を利用してい

る児童について、当該利用に係る保育所

   墨田区特別保育の実施に関する 

   条例 

 〔同左〕 

第１条 この条例は、墨田区保育所条例（昭

和３６年墨田区条例第４号）第１条の規定

に基づき設置した墨田区保育所（以下「保

育所」という。）において特別保育を実施

することにより、保護者の就労等を支援す

るとともに、緊急に保育を必要とする児童

等の保護を図り、もって児童及び保護者の

福祉の向上を図ることを目的とする。 

 （特別保育の実施） 

第２条 区長は、墨田区保育の実施及び費用

徴収に関する条例（平成９年墨田区条例第

１５号）に基づき行う保育（以下この条に

おいて「通常保育」という。）の実施以外

に、特に必要と認める児童に対し、保育所

（墨田区規則（以下「規則」という。）で

定める保育所に限る。）において次の特別

保育を実施する。 

 ⑴ 延長保育 通常保育の実施を受けてい

る児童について、当該通常保育の実施を

受けている保育所において常態として開

所時間（墨田区保育所条例第２条第１項

に規定する開所時間をいう。次号におい 

て同じ。）を超えて実施する保育をいう。

 

 

 

 

 

 ⑵ 一時延長保育 通常保育の実施を受け

ている児童について、当該通常保育の実

施を受けている保育所において一時的に

開所時間を超えて実施する保育をいう。 

 

 

 

   〔新設〕 

 



において一時的に１日当たりの当該認定

保育必要量の範囲を超えて行う保育をい

う。 

 ⑷ 休日保育 日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日（１月１日から同月３日

まで及び１２月２９日から同月３１日ま

でを除く。）に行う保育をいう。 

 ⑸ 年末保育 年末に行う保育をいう。 

 ⑹ 一時保育 一時的に保育を必要とする

児童に対して行う保育をいう。 

 ⑺ 緊急一時保育 緊急に保育を必要とす

る児童に対して行う保育をいう。 

 （特別保育の利用の承認） 

第３条 特別保育を利用しようとする者は、

規則で定めるところにより、区長に申込書

を提出し、その利用の承認を受けなければ

ならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、墨田区保育所

条例第５条に規定する指定管理者（以下「指

定管理者」という。）が管理する保育所に

おける一時延長保育又は一時保育（以下「一

時延長保育等」という。）を利用しようと

する者は、規則で定めるところにより、当

該保育所の指定管理者に申込書を提出し、

その利用の承認を受けなければならない。 

 （費用の徴収） 

第４条 区長は、前条第１項の規定による申

込みに対し、特別保育（標準時間保育延長

保育及び短時間保育延長保育を除く。）の

利用を承認したとき、又は延長保育を行っ

たときは、当該特別保育に係る児童の扶養

義務者から、特別保育に係る費用を徴収す

る。 

２ 指定管理者は、前条第２項の規定による

申込みに対し、一時延長保育等の利用を承

認したときは、当該一時延長保育等に係る

児童の扶養義務者から、当該一時延長保育

等に係る費用を徴収する。 

 （特別保育料等の額） 

第５条 前条第１項の規定により区長が徴収

する費用（以下「特別保育料」という。）

の額は、次に掲げる特別保育の区分に応じ、

 

 

 

 ⑶ 休日保育 日曜日及び国民の祝日に関

する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日（１月１日から同月３日

まで及び１２月２９日から同月３１日ま

でを除く。）に実施する保育をいう。 

 ⑷ 年末保育 年末に実施する保育をいう。

 ⑸ 一時保育 一時的に保育を必要とする

児童に対して実施する保育をいう。 

 ⑹ 緊急一時保育 緊急に保育を必要とす

る児童に対して実施する保育をいう。 

 （特別保育の実施の決定） 

第３条 特別保育を利用しようとする者は、

規則で定めるところにより、区長に申込書

を提出し、その実施の決定を受けなければ

ならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、墨田区保育所

条例第５条に規定する指定管理者（以下「指

定管理者」という。）が管理する保育所に

おける一時延長保育又は一時保育（以下「一

時延長保育等」という。）を利用しようと

する者は、規則で定めるところにより、当

該保育所の指定管理者に申込書を提出し、

その実施の決定を受けなければならない。 

 〔同左〕 

第４条 区長は、前条第１項の規定による申

込みに対し、特別保育（延長保育を除く。）

の実施を行うことを決定したとき、又は延

長保育の実施を行ったときは、当該特別保

育に係る児童（別表において「保育児童」

という。）の扶養義務者から、特別保育に

係る費用を徴収する。 

２ 指定管理者は、前条第２項の規定による

申込みに対し、一時延長保育等の実施を行

うことを決定したときは、当該一時延長保

育等に係る児童の扶養義務者から、当該一

時延長保育等に係る費用を徴収する。 

 〔同左〕 

第５条 前条第１項の規定により区長が徴収

する費用（以下「特別保育料」という。）

の額は、別表に定める額とする。 



当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 標準時間保育延長保育 別表第１に定

める額 

 ⑵ 短時間保育延長保育 別表第２に定め

る額 

 ⑶ 前２号に掲げる特別保育以外の特別保

育 別表第３に定める額 

 

 

 

 

２ 前条第２項の規定により指定管理者が徴

収する費用（以下「利用料金」という。）

の額は、別表第３（一時延長保育の項及び

一時保育の項に限る。）に定める額の範囲

内で、指定管理者が区長の承認を得て定め

る。 

 （特別保育料等の額の通知） 

第６条 区長は、前条第１項の規定により特

別保育料の額を決定したとき、又はその額

を変更したときは、第４条第１項の扶養義

務者に通知するものとする。 

 

２ 指定管理者は、前条第２項の規定により

利用料金の額を決定したとき、又はその額

を変更したときは、第４条第２項の扶養義

務者に通知するものとする。 

 （督促及び滞納処分） 

第１０条 区長は、第４条第１項の扶養義務

者が第５条第１項及び第８条第１項の規定

による特別保育料を納期限までに納付しな

いときは、期限を指定して督促しなければ

ならない。 

２ 区長は、前項の規定による督促を受けた

者が指定された期限までにその納付すべき

金額を納付しないときは、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２３１条の３第

３項の規定により、地方税の滞納処分の例

により処分することができる。 

 

 

 

 

 

   〔新設〕 

 

   〔新設〕 

 

   〔新設〕 

 

２ 前項の規定にかかわらず、墨田区保育の

実施及び費用徴収に関する条例第４条第２

項の規定により保育料が無料となる児童の

延長保育に係る特別保育料は、無料とする。 

３ 前条第２項の規定により指定管理者が徴

収する費用（以下「利用料金」という。）

の額は、別表（２一時延長保育の部及び５

一時保育の部に限る。）に定める額の範囲

内で、指定管理者が区長の承認を得て定め

る。 

 〔同左〕 

第６条 区長は、前条第１項又は第２項の規

定により特別保育料の額を決定したとき、

又はその額を変更したときは、第４条第１

項に規定する扶養義務者に通知するものと

する。 

２ 指定管理者は、前条第３項の規定により

利用料金の額を決定したとき、又はその額

を変更したときは、第４条第２項に規定す

る扶養義務者に通知するものとする。 

 〔同左〕 

第１０条 区長は、第４条第１項に規定する

扶養義務者が第５条第１項及び第８条第１

項の規定に基づく特別保育料を納期限まで

に納付しないときは、期限を指定して督促

しなければならない。 

２ 区長は、前項の督促を受けた者が指定さ

れた期限までにその納付すべき金額を納付

しないときは、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２３１条の３第３項の規定

に基づき、地方税の滞納処分の例により処

分することができる。 

 

別表 特別保育料 

 １ 延長保育料 

 



別表第１ 標準時間保育延長保育料 
 

階層区分 
月   額 

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 

Ａ 階 層 0円 0円 0円 

Ｂ 階 層 200円 200円 200円 

Ｃ 階 層 

1,000円 1,000円 1,000円 

Ｄ 

 

 

階 

 

 

層 

第１階層 

第２階層 

第３階層 

1,300円 1,300円 1,300円 第４階層 

第５階層 

第６階層 2,000円 

1,900円 1,800円 第７階層 2,400円 

第８階層 2,700円 

第９階層 3,000円 2,000円 2,000円 

第１０階層 3,200円 2,300円 2,200円 

第１１階層 3,400円 2,400円 

2,400円 

第１２階層 3,700円 2,600円 

第１３階層 4,000円 2,700円 

第１４階層 4,100円 2,800円 

第１５階層 4,300円 3,000円 

第１６階層 4,600円 

3,100円 2,500円 
第１７階層 4,800円 

第１８階層 5,000円 

第１９階層 5,100円 

第２０階層 5,600円 

3,200円 2,600円 
第２１階層 6,300円 

第２２階層 6,900円 

第２３階層 7,300円 

 備考 

  １ この表の適用に係る児童の年齢は、

年度の初日の前日における児童の年齢

によるものとする。 

  ２ この表における階層区分は、墨田区

保育所等の利用者負担額を定める条例

（平成２７年墨田区条例第  号）別 

   表第２に規定する階層区分の例による。

  ３ 世帯の階層区分を区が保有する情報

又は証明書等により確認することがで

きない場合にあっては、Ｄ階層第２３

階層に該当する世帯とみなしてこの表

を適用する。 

  ４ この表における月額は、１日につき

１時間を超えない範囲内で標準時間保

育延長保育を利用する場合の額とし、

１日につき１時間を超えて標準時間保 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   育延長保育を利用する場合にあっては、

   当該月額の額に１日当たりの標準時間

保育延長保育を利用する時間を乗じて

得た額を月額とする。 

  ５ この表の規定にかかわらず、世帯の

階層区分がＢ階層に該当する規則で定

める世帯に属する児童に係る特別保育

料の額は無料とし、規則で定める児童

に係る特別保育料の額は同表に掲げる 

   額を限度として規則で定める額とする。

 

別表第２ 短時間保育延長保育料 
 

階層区分 
月   額 

３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児 

Ａ 階 層 0円 0円 0円 

Ｂ 階 層 100円 100円 100円 

Ｃ 階 層 

400円 400円 400円 

Ｄ 

 

 

階 

 

 

層 

第１階層 

第２階層 

第３階層 

550円 550円 550円 第４階層 

第５階層 

第６階層 850円 

750円 750円 第７階層 1,050円 

第８階層 1,150円 

第９階層 1,250円 850円 850円 

第１０階層 1,350円 950円 900円 

第１１階層 1,450円 1,000円 

1,000円 

第１２階層 1,550円 1,050円 

第１３階層 1,650円 1,100円 

第１４階層 1,700円 1,150円 

第１５階層 1,800円 1,200円 

第１６階層 1,900円 

1,250円 1,050円 
第１７階層 2,000円 

第１８階層 2,050円 

第１９階層 2,150円 

第２０階層 2,350円 

1,300円 1,100円 
第２１階層 2,600円 

第２２階層 2,850円 

第２３階層 3,050円 

 備考 この表の適用については、別表第１

備考の規定を準用する。この場合におい

て、同表備考４中「１時間」とあるのは

「３０分」と、「標準時間保育延長保育」

とあるのは「短時間保育延長保育」と読

み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第３ その他の特別保育料 
 
特 別 保 育 

の 種 類 
区  分 特別保育料の額 

一時延長保育 

３歳未満児 
１時間につき 

６００円 

３歳以上児 
１時間につき 

４００円 

休 日 保 育  
１日につき 

２，５００円 

年 末 保 育  
１日につき 

２，５００円 

一 時 保 育 

１日の利用時間

が５時間以内の

場合 

１日につき 

２，０００円 

１日の利用時間

が５時間を超え

る場合 

１日につき 

３，０００円 

緊急一時保育 

３歳未満児 
１日につき 

１，２８０円 

３歳以上児 
１日につき 

５２０円 

 備考 この表の適用に係る児童の年齢は、

年度の初日の前日における児童の年齢に

よるものとする。  
 

〔新設〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成２７年度から平成２９年度までの間における標準時間保育延長保育に係

る特別保育料の額は、この条例による改正後の別表第１の規定にかかわらず、同

表に掲げる額を次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める表に掲げ

る額にそれぞれ読み替えて適用する。 

 ⑴ 平成２７年度 

階 層 区 分 
月      額 

３歳未満児 ３ 歳 児 ４歳以上児 

Ａ   階   層 ０円 ０円 ０円 

Ｂ   階   層 ２００円 ２００円 ２００円 

Ｃ   階   層 ８００円 ８００円 ８００円 

 第 １ 階 層 
８００円 ８００円 ８００円 

 第 ２ 階 層 

     



     

 第 ３ 階 層    

 第 ４ 階 層 １，１００円 １，１００円 １，１００円 

 第 ５ 階 層    

 第 ６ 階 層 １，７００円 

１，５００円 １，５００円  第 ７ 階 層 ２，１００円 

 第 ８ 階 層 ２，３００円 

 第 ９ 階 層 ２，５００円 １，７００円 １，７００円 

 第１０階層 ２，７００円 １，９００円 １，８００円 

 第１１階層 ２，９００円 ２，０００円 

２，０００円 

Ｄ 階 層 第１２階層 ３，１００円 ２，１００円 

 第１３階層 ３，３００円 ２，２００円 

 第１４階層 ３，４００円 ２，３００円 

 第１５階層 ３，６００円 ２，４００円 

 第１６階層 ３，８００円 

２，５００円 ２，１００円 
 第１７階層 ４，０００円 

 第１８階層 ４，１００円 

 第１９階層 ４，３００円 

 第２０階層 ４，７００円 

２，６００円 ２，２００円 
 第２１階層 ５，２００円 

 第２２階層 ５，７００円 

 第２３階層 ６，１００円 

 ⑵ 平成２８年度 

階 層 区 分 
月      額 

３歳未満児 ３ 歳 児 ４歳以上児 

Ａ   階   層 ０円 ０円 ０円 

Ｂ   階   層 ２００円 ２００円 ２００円 

Ｃ   階   層 ８００円 ８００円 ８００円 

 第 １ 階 層 
８００円 ８００円 ８００円 

 第 ２ 階 層 

 第 ３ 階 層 

１，２００円 １，２００円 １，２００円  第 ４ 階 層 

 第 ５ 階 層 

 第 ６ 階 層 １，８００円   

 第 ７ 階 層 ２，２００円 １，６００円 １，６００円 

     



     

 第 ８ 階 層 ２，４００円   

 第 ９ 階 層 ２，６００円 １，８００円 １，８００円 

 第１０階層 ２，８００円 ２，０００円 １，９００円 

 第１１階層 ３，１００円 ２，２００円  

Ｄ 階 層 第１２階層 ３，３００円 ２，３００円  

 第１３階層 ３，５００円 ２，４００円 ２，１００円 

 第１４階層 ３，７００円 ２，５００円  

 第１５階層 ３，９００円 ２，６００円  

 第１６階層 ４，１００円 

２，７００円 ２，２００円 
 第１７階層 ４，３００円 

 第１８階層 ４，４００円 

 第１９階層 ４，６００円 

 第２０階層 ５，０００円 

２，８００円 ２，３００円 
 第２１階層 ５，６００円 

 第２２階層 ６，１００円 

 第２３階層 ６，５００円 

 ⑶ 平成２９年度 

階 層 区 分 
月      額 

３歳未満児 ３ 歳 児 ４歳以上児 

Ａ   階   層 ０円 ０円 ０円 

Ｂ   階   層 ２００円 ２００円 ２００円 

Ｃ   階   層 ９００円 ９００円 ９００円 

 第 １ 階 層 
９００円 ９００円 ９００円 

 第 ２ 階 層 

 第 ３ 階 層 

１，２００円 １，２００円 １，２００円  第 ４ 階 層 

 第 ５ 階 層 

 第 ６ 階 層 １，９００円 

１，８００円 １，７００円  第 ７ 階 層 ２，３００円 

 第 ８ 階 層 ２，６００円 

 第 ９ 階 層 ２，８００円 １，９００円 １，９００円 

 第１０階層 ３，０００円 ２，１００円 ２，０００円 

 第１１階層 ３，２００円 ２，３００円 ２，３００円 

Ｄ 階 層 第１２階層 ３，５００円 ２，４００円  

     



     

 第１３階層 ３，７００円 ２，６００円 ２，３００円 

 第１４階層 ３，９００円 ２，７００円  

 第１５階層 ４，１００円 ２，８００円  

 第１６階層 ４，４００円   

 第１７階層 ４，５００円 
２，９００円 ２，４００円 

 第１８階層 ４，７００円 

 第１９階層 ４，８００円   

 第２０階層 ５，３００円 

３，０００円 ２，５００円 
 第２１階層 ５，９００円 

 第２２階層 ６，５００円 

 第２３階層 ６，９００円 

 

３ 平成２７年度における短時間保育延長保育に係る特別保育料は、この条例によ

る改正後の第４条第１項及び別表第２の規定にかかわらず、徴収しない。 

 （墨田区保育所条例の一部改正） 

４ 墨田区保育所条例（昭和３６年墨田区条例第４号）の一部を次のように改正す

る。 

  第２条第２項中「墨田区特別保育の実施に関する条例」を「墨田区特別保育の

利用に関する条例」に、「に規定する延長保育を実施する」を「及び第２号に掲

げる標準時間保育延長保育及び短時間保育延長保育を行う」に改める。 

  第６条の２第１項中「墨田区特別保育の実施に関する条例第２条第２号」を「墨

田区特別保育の利用に関する条例第２条第３号」に、「同条第５号」を「同条第

６号」に、「）の実施」を「）」に改める。 

 

※ 付則第４項の規定による墨田区保育所条例（昭和３６年墨田区条例第４号）の一

部改正 

改  正  案 現     行 
  
 （開所時間） 

第２条 〔略〕 

２ 前項の規定にかかわらず、墨田区特別保

育の利用に関する条例（平成１５年墨田区

条例第３５号）第２条第１号及び第２号に

掲げる標準時間保育延長保育及び短時間保

 〔同左〕 

第２条 〔略〕 

２ 前項の規定にかかわらず、墨田区特別保

育の実施に関する条例（平成１５年墨田区

条例第３５号）第２条第１号に規定する延

長保育を実施する保育所の開所時間は、区



育延長保育を行う保育所の開所時間は、区

長が別に定める。 

 （利用料金） 

第６条の２ 指定管理者は、墨田区特別保育

の利用に関する条例第２条第３号に規定す

る一時延長保育又は同条第６号に規定する

一時保育（以下この項において「一時延長

保育等」という。）を行ったときは、当該

一時延長保育等に係る児童の扶養義務者か

ら、当該一時延長保育等に係る費用（次項

において「利用料金」という。）を徴収す

ることができる。 

２ 〔略〕 

      
 

長が別に定める。 

 

 〔同左〕 

第６条の２ 指定管理者は、墨田区特別保育

の実施に関する条例第２条第２号に規定す

る一時延長保育又は同条第５号に規定する

一時保育（以下この項において「一時延長

保育等」という。）の実施を行ったときは、

当該一時延長保育等に係る児童の扶養義務

者から、当該一時延長保育等に係る費用（次

項において「利用料金」という。）を徴収

することができる。 

２ 〔略〕 

      
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


